
 

 

医薬監麻発 1004 第３ 号 

令 和 ６ 年 10 月 ４ 日  

  

各 都 道 府 県 衛 生 主 管 部 （ 局 ） 長 殿 

各地方厚生（ 支） 局麻薬取締部（ 支所） 長 殿 

 

 

医 薬 局 

監視指導・ 麻薬対策課長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

濫用によ る保健衛生上の危害が発生し ない量と し て政令で定める量について 

 

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を 改正する法律（ 令和５ 年法律第 84 号）

が令和６ 年 12 月 12 日から 施行さ れる こ と に伴い、 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取

締法の一部を 改正する 法律の施行に伴う 関係政令の整備に関する 政令（ 令和６ 年政令第

283 号） 第２ 条の規定による改正後の麻薬、 麻薬原料植物、 向精神薬、 麻薬向精神薬原料

等を 指定する 政令（ 平成２ 年政令第 238 号） 第２ 条において、 同条各号に掲げる 物の区分

に応じ て、 濫用による 保健衛生上の危害が発生し ないΔ９ ―THCの量（ ①油脂（ 常温にお

いて液体であるも のに限る。 ） 及び粉末にあっ ては百万分中十分の量、 ②水溶液にあっ て

は一億分中十分の量、③①及び②に掲げる物以外のも のにあっ ては百万分中一分の量） を

新たに定める こ と と なっ たこ と から 、その解釈等の考え方を 下記のと おり 示すこ と と し た

ので、 その施行に遺漏なき を 期さ れたい。  

 

記 

 

１  用語の解釈 

（ １ ） 「 油脂」  

   油脂と は、 グリ セリ ンと 脂肪酸が結合し た化合物を 90％以上含むも のを いう 。  

   なお、 当該百分率にあっ ては、 一の位を 四捨五入するこ と 。  

（ ２ ） 「 常温」  

   常温と は、 日本薬局方の常温（ 15～25℃） をいう 。  

（ ３ ） 「 液体」  

   液体と は、 流動的で一定の形状を 持たないも のを いう 。  

（ ４ ） 「 粉末」  

   粉末と は、 日本薬局方における粗末以下の粒度のも のを いう 。  

（ ５ ） 「 水溶液」  

水溶液と は、 水に物質を 溶解さ せた液又は分散さ せた液を いう 。 ただし 、 粘度が

100mPa･s 未満で、 かつグリ セリ ンと 脂肪酸が結合し た化合物の含有率が 10. 0％未満



 

 

のも のに限る 。 また、 当該粘度にあっ ては一の位、 当該グリ セリ ンと 脂肪酸が結合し

た化合物の含有率にあっ ては小数点第一位を 四捨五入する こ と 。  

 

２  具体的な製品例 

  上記の用語の解釈に基づき 、 各区分の製品例を下記のと おり 示す。 こ れら は、 製品例

を 想起でき る よう 一般的な例を 示すも のであり 、具体的な製品がどの区分に該当する か

については、 当該製品の形状、 成分等に基づき 、 個別に判断さ れるも のである 。  

（ １ ） 油脂（ 常温で液体であるも のに限る。 ） 及び粉末 

・ 植物油（ 例： CBDオイ ル、 ヘンプシード オイ ル、 化粧オイ ル等）  

・ 粉末類（ 例： CBDパウダー、 プロテイ ン等）  

（ ２ ）  水溶液 

・ アルコ ール水溶液を 含む水溶液（ 例： 清涼飲料水、 アルコ ール飲料、 化粧水等） 

・ コ ロイ ド 溶液（ 例： 牛乳、 植物性の飲料等）  

（ ３ ）  その他 

油脂（ 常温で液体であるも のに限る。 ） 、 粉末又は水溶液に該当し ない全ての製

品が、 その他に該当する 。  

・ 固形物全般（ 例： 菓子類、 錠剤、 バタ ー等）  

・ グリ セリ ン と 脂肪酸が結合し た化合物、 水を 含まない有機溶媒製品（ 例： 電子タ  

バコ 等）  

・ 粘性が高い、 若し く はグリ セリ ン と 脂肪酸が結合し た化合物の含有率が高い、 又

はその両方の水と の混合物（ 例： シャ ンプー、 リ ン ス、 乳液、 ク リ ーム、 マヨ ネ

ーズ、 バーム、 ド レ ッ シン グ等）  

・ ゲル状でグリ セリ ン と 脂肪酸が結合し た化合物を含まない半固形物（ 例： ゼリ ー

等）  

 

３  留意事項 

  全ての製品は、 常温における 状態で区分を 判断する。 例えば、 氷菓のよ う に、 凍結さ

れた状態で販売さ れている製品であっ ても 、常温において液体と なる も のは、液体と な

っ た状態で、 区分を 判断する。  

  また、 製品全体が混和せず、 容易に分離でき るも のについては、 分離し たも ので区分

を 判断する 。 例えば、 カ プセルのよう に、 粉末や液体を 被膜内に充填さ せたも の等は、

その内容物で判断する 。 同様に、 例えば、 シート 化粧品のよう に、 液体を浸潤さ せたも

の等は、 その液体で判断する。  

以 上 
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